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１ 本事業の目的 

本事業は、京都市が安心・安全で持続可能なまちづくりを進めるうえでの社会課題（以下

「社会課題」という。）の解決に資する研究開発を行う大学の研究者に助成することを通して、 

○社会課題の解決 

○研究開発成果の社会実装 

につなげることで、大学発ベンチャーの起業・成長の機会の創出等により、京都産業の活性

化を推進することを目的としています。 

 

２ 事業の仕組み 

１．社会課題の解決に資する研究開発を公募 

   社会課題解決につながる研究開発を実施する大学の研究者（以下「応募者」という。）を

公募します。 
 
 

２．審査による採択者の選定 

応募された研究開発について、有識者等で構成する審査委員会（以下「審査委員会」 
という。）によりプレゼンテーション審査を実施し、採択者を決定します。 
※応募者多数の場合は、一次審査として書類審査を実施します。 
 
 

３．採択者への伴走支援 

採択者の研究開発に対して助成を行うとともに、公益財団法人京都高度技術研究所（以

下「アステム」という。）のコーディネータ等が伴走支援を実施します。 
 
 

４．オープンイノベーション交流会（第１回）の実施 

 企業や投資家等とのマッチングを図る交流会を実施します。 
 

 
 

５．報告会及びオープンイノベーション交流会（第２回）の実施 

 研究開発成果を報告する成果報告会を実施するとともに、企業や投資家等とのマッチン

グを図る交流会を実施します。 
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【参考：事業フロー図】 

京都高度技術研究所（アステム） 応募者（大学の研究者） 

  

 

 

 

① 社会課題の解決につながる
研究開発を公募 

② 研究開発提案書（第１号様
式）及び必要書類を提出 ③受理 

④ 審査委員会を実施し、採択者を決定 
※書類審査（応募者多数の場合）及び応募

者によるプレゼンテーション審査を実施 

⑤ 応募者へ審査結果を通知 ⑥収受 

⑦ 助成金交付申請書及び必要
書類を提出 

⑧受理 

⑩収受 

⑪ 研究開発内容に関するコー
ディネータ等との協議 

⑫ コーディネータ等の伴走によ
る研究開発の実施 

研究開発に関する報告会及び 
オープンイノベーション交流会（第２回）の実施 

⑬ 実績報告書（第８号様式）及
び必要書類を提出 ⑭受理 

⑨ 助成金交付決定通知書を送
付 

⑮ 助成金交付決定額通知書を
送付 

⑯収受 

⑰請求書を提出 ⑱受理 

⑲助成金支払い ⑳入金 

オープンイノベーション交流会 
（第１回）の実施 
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３ 応募対象者 

京都市内に設置されている大学・短期大学において研究を行っている者 

 
４ 募集期間 

令和７年４月２１日（月）から５月２１日（水）まで 午後５時必着 

 

５ 応募内容 

   京都市が抱える社会課題の解決につながる革新的研究開発を対象とします。 

   応募者１人につき応募は１件のみです。 

   申請内容については、審査委員会による厳正な審査のうえ、最大５件程度を採択する予

定です。 

  ※当事業は、社会課題の解決及び研究開発成果の社会実装を通じて、大学発ベンチャーの 

起業・成長の機会の創出等により、京都産業の活性化を推進することを目的としており、 

京都市をはじめ、アステムが研究開発成果を購入・活用することを約束するものではあり 

ません。 

 

研究開発の例 

○観光・交通対策を推進する技術の開発 

 ・市バス等の公共交通の混雑緩和に資する技術・製品の開発 

 ・観光地における渋滞対策に寄与する技術・製品の開発 

 ・観光業のＤＸ化に寄与する技術・製品の開発 

○防災・減災の推進に寄与する技術の開発 

・災害による被害を予測・検知・抑制できる技術・製品の開発 

・災害時に減災の効果を発揮する技術・製品の開発  

・生態系を活用した防災・減災にかかる技術・製品の開発 

・頑強な電力・通信ネットワーク網を構築できる技術・製品の開発 

・防災シミュレーションに活用する技術・製品の開発 

○脱炭素化を推進する技術の開発 

 ・再生可能エネルギーを創出・普及拡大する技術・製品の開発 

・水素・燃料電池などの次世代エネルギーに関する技術・製品の開発 

・省エネルギー化に寄与する技術・製品の開発 

・物流システムの脱炭素化に資する技術・製品の開発 

・バイオマス資源（竹資源・残地残材・生ごみ・糞尿等）を有効活用する技術・製品の

開発 

○インフラ整備等に活用可能な技術の開発 

 ・インフラ施設（橋梁や水路等）の劣化診断・修繕に寄与する技術・製品の開発 

・コンクリート構造物等のクラックを自己補修させる技術・製品の開発 

・ため池や河川、水路等に堆積する土砂を有効活用する技術・製品の開発 

・インフラ施設の老朽箇所を特定する技術・製品の開発  

・交通インフラの混雑に対して、混雑緩和に寄与する新たな技術や製品の研究開発 
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○農林業の振興に寄与する技術の開発 

 ・農林業の生産性向上や就労環境の改善に寄与する技術・製品の開発 

・農作物の輸送コスト等を改善させる技術・製品の開発 

・乾燥技術等を用いて規格外野菜を活用する技術・製品の開発 

・農作物の長期保存を可能とする技術・製品の開発 

・国内産木材の利用を促進する技術・製品の開発 

・鳥獣対策に寄与する新たな技術・製品の構築 

○水資源の再利用を促進する技術の開発 

・安定的な水資源の確保・供給を可能とする技術・製品の開発 

・災害時の生活用水の安定供給に寄与する技術・製品の開発 

・再生水の水質の維持・向上に寄与する技術・製品の開発 

６ 研究開発への助成金額 

 助成金額：上限２００万円  

※審査の結果、申請額から減額することがあります。 

【注意事項】 

・ 上記上限金額には、消費税相当額を含みます。 

・ 研究開発に必要な費用と経費計画について具体的に十分精査し、算定してください。 

  ・ 事業完了時に、申請した額及び経費計画から大きく変動することがないよう、注意 

してください。 

  ・ 助成金額に大学の規定に基づく間接経費を含めることができます。 

 

７ 助成対象期間 

審査委員会による採択決定日から令和８年２月２７日（金）まで 

※令和７年４月１日から採択決定日までの間に、事業に着手（発注、契約等）している場

合は、事前着手届（第４号様式）及び令和７年４月１日以降、申請前に支出した経費が

分かる資料等の提出が必要です。 

（事前着手届は、助成金の交付を確約するものではありません。） 

８ 助成対象経費 

ア 助成対象は、研究開発目標を達成するために必要な以下の経費とします。 

 ・ 設備、備品費 

※設備、備品費は、助成金額（直接経費（間接経費を除いた金額））の５０％未満。 

 ・ 消耗品費 

 ・ 労務費、謝金（研究開発補助アルバイト等） 

  ・ 旅費、交通費（研究開発に直接かかわる国内出張旅費等。連携先を含む。） 

※海外出張は不可。 

 ・ その他費用（外注加工費等の上記の費目に分類されない費用） 

 ・ 間接経費（大学の規程に基づく間接部門に納める費用） 
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※研究開発を実施するために直接的にかからない費用（管理部門に係る経費、研究

部門等で共通的に発生する経費）であり、当該大学の規程に基づくもの。 

イ 助成対象とならない経費は以下のとおりとします。 

 ・ 助成の対象期間内までに支払いを終えない経費 

・ 大学研究者及び共同研究者の人件費 

・ 特許出願等に当たり、官公庁へ支払う出願料・手数料等 

・ 大学研究者（共同研究者を含む）以外の者に関わる旅費・交通費 

・ 振込手数料、代引手数料 

・ 建物等施設の建設・改築、不動産取得に関する経費 

・ 研究開発期間中に発生した事故、災害の処理のための経費 

・ 主たる研究開発課題の解決方法そのものを外注又は委託する経費 
・ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの（パソコン、プリンター、記録媒体等）

の購入費（ただし、研究開発内容に真に必要なものであり、相応の理由があるもの

については助成対象となり得るため、必要な場合はお問い合わせください。） 

・ その他、当該研究開発の実施に関連のない経費 

 

９ 研究開発に係る助成金の支払方法 

助成金の支払方法は、原則、応募者が在籍している大学を通じて支払いを行うこととし 

ます。 

採択後、速やかに応募者から助成金受領に係る大学等への「委任状」を、また、大学か

ら 「助成金の管理及び経理並びに助成金受領に関する承諾書」を提出していただく必要が

あります。 

 

１０ 審査 

（１）審査方法 

応募された研究開発内容について、次に掲げる評価基準に基づき、審査委員会によるプ

レゼンテーション審査を実施し、採択者を決定します。 
※応募者多数の場合は、一次審査として書類審査を実施します。 

（２）評価基準 

 ア 社会課題の解決への有効性 

   研究開発内容が、社会課題の解決につながるものであること。 

 イ 研究開発成果の社会実装の可能性 

    研究開発の成果となる技術や製品について、その社会実装に向けた可能性が見出され

るような目標や時期が明確に示されていること。 

  ウ 波及効果 

研究開発の成果が、地域経済の活性化に寄与することが期待でき、新たな社会的・経

済的価値の創出が期待できること。 
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  エ 研究開発実施計画の妥当性 

社会課題の解決に向け、成果を得るために適切な研究開発実施計画であること。 

  オ 大学発ベンチャーの起業・成長等の可能性 

    将来的に大学発ベンチャーの起業・成長等につながる可能性のある研究開発実施計画

であること。 

（３）応募者によるプレゼンテーション 

  ・ 応募者に対し、プレゼンテーション審査を実施します。 
※応募者多数の場合は、書類審査を通過した応募者のみ 

・ 研究開発の概要及び（２）ア～オの事項に関し、プレゼンテーションを実施いただくと 

ともに、質疑応答を行います（１件あたり、２０分程度を予定）。 

・ 本募集要項内で定める応募書類以外の資料を使用する場合は、最大５ページ（Ａ４）に

まとめていただき、プレゼンテーション実施日の３日前までにアステムに提出してくだ

さい。 

  ・ プレゼンテーションの実施日は、令和７年６月１１日（水）午後１時～５時頃を予定

しており、応募者自身の出席が必要です。 

※共同研究の場合であっても、原則として応募者のみの出席とします。 

・ 日程が決まり次第、応募者に別途連絡します。また、プレゼンテーション審査の対象

となる応募者には、当日の準備物など別途詳細について連絡します。 

（４）審査結果の通知 

審査結果については、採択・不採択にかかわらず応募者に電磁的方法（電子メール）で

お知らせします。 

（５）審査内容の非公開 

審査委員会は非公開で行われ、審査内容、経過等の問合せには応じられません。 
 

１１ 年間スケジュール 

日  程 実 施 内 容 

令和７年４月２１日（月） 公募開始 

５月２１日（水） 公募締切 

５月２２日（木） 
～５月３０日（金） 

書類審査の実施 
※応募者多数の場合は、一次審査として書類審査を実施します。 

※書類審査を実施した場合、選考結果を通知するとともに、通過者には審査委

員会（プレゼンテーション審査）についても案内します。 

６月１１日（水） 
審査委員会の実施 
※書類審査で不採択となった場合は、プレゼンテーション審査は実施しません。 

６月中旬 応募者への審査結果の通知 
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採択通知日～ 
令和８年２月２７日（金） 

助成対象の研究開発事業の実施 
※コーディネータ等による採択者への伴走支援も実施 

９～１０月頃 オープンイノベーション交流会（第１回）の実施 

３月１３日（金）まで 実績報告書の提出 

令和８年３月中旬  
研究開発に係る報告会及びオープンイノベーション交流会

（第２回）の実施 

３月下旬  助成金の支払 

 

１２ 採択後の責務等 

（１）コーディネータ等との協議 

   審査委員会での審査員からの意見や、伴走支援を行うコーディネータ等との協議結果を

踏まえ、必要に応じて申請時の研究開発計画を修正したうえで、研究開発を開始してくだ

さい。 

（２）研究開発の進捗状況の報告等 

   研究開発の進捗状況について、伴走支援を行うコーディネータ等に対して報告や連絡を

密に行い、十分に連携して研究開発を進めてください。 

（３）オープンイノベーション交流会（第１回）の開催 

   企業や投資家等とのマッチングを図る交流会を実施します。 

※採択者は可能な限りご参加いただきます。 

（４）成果報告会及びオープンイノベーション交流会（第２回）の開催 

   研究開発成果に関する報告会及びオープンイノベーション交流会を実施します（３月中

旬頃を予定）。 
※採択者は必ずご参加いただきます。 

（５）実績の報告 

  ・ 研究開発（令和７年度）の完了日から２０日を経過した日又は令和８年３月１３日（金）

のいずれか早い日までに、アステムに「産学連携実装化プロジェクト実績報告書（第８

号様式。以下「実績報告書」という。）」を提出してください。 

  ・ 研究開発の中止又は活動ができない状況となった場合は、速やかにコーディネータ等

に連絡してください。その際、コーディネータ等が指定する期間内に実績報告書を提出

していただきます。また、助成金の一部又は全額の返還を求める場合があります。 

  ・ 助成金の交付に関し必要な事項について、「産学連携実装化プロジェクト事業遂行状況

報告書（第７号様式）」による提出を求めることがあります。 

  ・ 関係書類等の保存期間は、助成事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間で

す。また、京都市の各種監査の対象となった場合には対応をお願いします。 

（６）取得財産の取扱い 

本助成事業により取得した設備等の所有権は、助成先に帰属するものとします。取得財

産等については、アステムが定める期間内において、本事業の完了後も適切に管理し、効
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率的な運用を図ってください。 

なお、アステムが定める期間内に助成事業により取得し、又は効用の増加した財産を処

分する場合は、「取得財産等処分申請書（第１１号様式）」を提出し、承認を得てください。 

 

１３ 留意事項 

（１）応募件数 

１人の応募者につき１件とします（複数不可）。 

（２）応募者の個人情報の取り扱いについて 

   応募者の個人情報については、厳重に管理、保護のうえ、受付通知や本助成事業に関す

る情報提供など、本事業に関係する範囲において、アステムが取り扱うこととします。 

（３）他の競争的資金制度等との重複について 

   本事業を活用して実施する研究開発について、既に他の制度から資金を受けている場合

でも応募は可能です。ただし、他の制度から受けている資金と、助成対象が明確に区分で

きる場合に限ります。 

また、研究開発期間中に同一の研究開発に対する他の競争的資金制度等に採択された場

合には、速やかにコーディネータ等に報告してください。 

（４）法令遵守 

採択された研究開発においては、生命倫理及び安全の確保又は動物の取扱いに関し、各

府省が定める法令・省令・倫理指針等を遵守してください。研究開発代表者や連携先が所

属する機関等における承認・届出・確認等が必要な研究開発については、必ず所定の手続

を行ってください。 

（５）不正行為に対する措置 

採択された研究開発に不正行為（ねつ造、改ざん、盗用等）又は関係法令等の違反が認

められた場合には、採択を取り消すとともに、助成金の全部又は一部の返還を求めます。

また、不正行為者に対して、本事業への応募を制限します。 

（６）権利保護への配慮 

   研究開発を進めるに当たり、他者への権利侵害が起こらないことを確認するとともに、

他者の知的所有権を使用する場合、相手方の同意・協力を得られるように使用権の実施許

諾契約書を締結するなど、事前に対応をしてください。 

（７）採択された研究開発内容に関する情報の取扱い 

   採択された研究開発内容に関する情報（テーマ名、応募者及び連携企業等の名称、研究

開発内容・成果、助成金額等）は、京都市の関係部署内で共有するとともに、応募者と協

議のうえ、京都市における広報発表や京都市情報館のホームページへの掲載などにより公

開します。また、情報公開の開示請求があった場合は、その他の情報も公開することがあ

りますので、権利保護等については事前に対応をしておいてください。 
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１４ 応募書類の作成、提出 

（１）研究開発提案書の作成 

「産学連携実装化プロジェクト助成金交付要綱」に定める、「産学連携実装化プロジェク

ト研究開発提案書（第１号様式）」を使用し、作成してください。 

様式は以下のホームページに掲載しておりますので、ダウンロードしてください。 

https://www.astem.or.jp/whatsnew/20250416-41082.html 

（２）提出書類 

  ア 「産学連携実装化プロジェクト研究開発提案書（第１号様式）」 

  イ 代表論文及び代表特許がある場合は、論文及び出願書類の写し 

ウ 提出書類チェックシート 

（３）提出方法 

   電子メールでお送りください。 

   送付先アドレス：kkic[at]astem.or.jp ※[at]を半角@に置き換えてお送りください。 

・ kkic[at]astem.or.jp（※[at]を半角@に置き換え）からのメールが届くよう設定しておい

てください。 

・ 受付通知については、後日メールにてご連絡します。 

・ 受付通知のメールが届かない場合は、受理できていない可能性がありますので、 その

場合は、お電話等で事務局にご確認下さい。 

（４）応募書類の受付締切 

令和７年５月２１日（水）午後５時必着 

 

１５ 採択後に提出していただく書類 

  ア 助成金交付申請書 １部 

イ 助成金の管理及び経理並びに受領に係る承諾書 １部 

ウ 助成金の受領に係る委任状 １部 

※様式・提出方法等の詳細は、別途、採択者にお知らせします。 

 

１６ 問合せ先 

  公益財団法人京都高度技術研究所（アステム） 

京都市桂イノベーションセンター 

京都市西京区御陵大原１－３０ 

京都大学大学院工学研究科 イノベーションプラザ棟１階事務室 

ＴＥＬ：０７５－３９１－１１４１ 

E-mail：kkic[at]astem.or.jp ※[at]を半角@に置き換えてお送りください。 

  ＊電話等による問い合わせ時間 

  月曜日～金曜日（祝日を除く。） 午前９時～午後５時（正午～午後１時を除く。） 

 

 

https://www.astem.or.jp/whatsnew/20250416-41082.html

